
公益社団法人
沖縄県トラック協会

浦添市カーミージー橋浦添市カーミージー橋

発
行
所
／
	公
益
社
団
法
人
		沖
縄
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

	
〒
900-0001	那

覇
市
港
町
2-5-23			TEL.	098-863-0280			FAX.	098-863-3591

印
　
刷
／
	光
文
堂
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ（
株
）		TEL.	098-889-1121(代

)

【ホームページ】 http://okitora.or.jp　【Eメール】 ota@okitora.or.jp

no.401
February 2024

	 1	 	令和5年度	トレーラの安全な使用及び関係法令
改正に係わる研修会

	 2	 	貨物軽自動車運送事業の事故防止に向けた安全
対策の徹底について

	 5	 	｢整備管理者制度の運用について」の一部改正に
伴う整備管理規程の改定について

	 7	 	陸運と安全衛生
	 10	 	軽油価格推移表（全国平均・沖縄地区）	 	

協会日誌（行事予定）	 	
会員だより	 	
防災備蓄用食品（菓子ビスコ）の寄贈を行いました

	裏表紙	 	沖縄県交通事故相談所

2
February 2024

no.401



1 2沖縄トラック情報　2024. 2沖縄トラック情報　2024. 2

トレーラの安全な使用及び関係法令改正に係わる研修会トレーラの安全な使用及び関係法令改正に係わる研修会

フォークリフト安全運転講習会フォークリフト安全運転講習会

令和5年度
去る令和６年１月17日（水）、九州沖縄トラック研修会館５階にて、一般社団法人日本自動車車体工業会

トレーラ部会の福西進一氏、中川朗氏を講師にお招きし「トレーラの安全な使用及び関係法令改正に係わ
る研修会」を開催し、総勢26名の方々にご参加いただきました。
トレーラの適正な使用等に関しましては、国土交通省からの通達を受け、「自動車製作者等が提供する
点検及び整備に関する情報に基づく確実な自動車の保守管理の実施について」（平成27年５月１日付け全
ト協発第61号（環））により、確実な保守管理の実施について周知徹底を図ることとしたところであり、ま
た、先般、特例８車種トレーラに係る車両規制が緩和され、大型車両による輸送の効率化が図られること
に伴う適正な使用等についての周知の必要性等を踏まえ研修会を開催することとなりました。
【研修内容】
（1）トレーラのより安全な使用について（火災防止と車輪脱落防止）
（2）新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」等、トレーラに係わる最新の関係法令改

正内容の紹介とトレーラ輸送による輸送効率向上について
（3）実車実験動画で見るトレーラの横転抑制装置の有効性
以上の内容について、ご説明がございました。トレーラを使用している事業者の皆様には今一度研修内

容をふまえトレーラでの安全輸送をお願いしたいと思います。

（一社）日本自動車車体工業会
左：福西 進一氏、右：中川 朗氏

近年、フォークリフトが関係する事故が全国的に増加していることを受け、去る令和６年１月19日（金）、
九州沖縄トラック研修会館５階にて、陸災防沖縄県支部と沖縄県トラック協会那覇支部の共催で「フォー
クリフト安全講習会」を開催し総勢51名の方々にご参加いただきました。
標記講習会では、トヨタＬ&Ｆカンパニー国内営業部 広域営業部 フリートマネジメント推進グループ

の麻生純男氏を講師にお招きし、実際の事故事例等を教訓に安全な作業を行うためのご説明がございました。

講習会の様子 トヨタＬ&Ｆカンパニー国内営業部 広域営業部
 フリートマネジメント推進グループ　麻生純男氏

講習会の様子

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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「整備管理規程について」新旧
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陸運と安全衛生 №658 2024年1月（毎月1回10日発行）                          （11） 

 

                              
              ＱＱ＆＆A⑬⑬-1

                        

Q1 特別教育の講師になるための教育を受けた場合、教育を実施できるのは自社内だけで

すか、他社でも教育できますか。また、特別教育を受けた作業者が他の作業者に対する特
別教育の講師になることができるのですか。

A1 自社内での教育に限定するものではありません。また、特別教育の講師に資格要件
の定めはありませんが、安全衛生特別教育規程第7条の4に定める、テールゲートリフ
ターの操作の業務に係る特別教育の科目及び範囲を規定の時間実施するために、イン
ストラクター養成講座を受講した方に特別教育を行っていただくことを推奨します。

Q2 最大積載量２トン未満の軽自動車でもテールゲートリフターの操作には特別教育が必
要ですか。

A3 学科教育のうち、「テールゲートリフターに関する知識」について、45分以上と
することができますが、「テールゲートリフターの操作に関する知識」と「関係法
令」の省略はできないため、学科教育は最低でも、3時間15分は必要です。

A4 昇降板上に荷とともに乗って昇降しながら荷を支える行為は主たる用途以外の使用
であり、荷主の作業者であっても行ってはならない行為です。

テールゲートリフターを用いた荷役作業を荷主の作業者が行う場合には、当該荷主
の作業者もテールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育の受講が必要です。

Q4 倉庫内での作業で、荷主の作業者が、テールゲートリフターの昇降板上に乗って荷を
支える行為でも特別教育は必要ですか。

A2 特別教育に関しては最大積載量の規定がないため、最大積載量が2トン未満の貨物
自動車であっても、テールゲートリフターによる荷役作業に従事する者には、特別教
育が必要です。

Q3   ６ヵ月以上従事しているものに対する特別教育は、学科45分でよいのですか。

Q5 特別教育は２月１日以降実施すればよいのですか。一方、２月１日以降テールゲート
リフターによる荷役作業に従事する者には、いつ特別教育を実施すればよいのですか。

A5 2月1日以降は、特別教育を修了した者でないとテールゲートリフターを使用する荷
役作業に従事することができませんので、1月31日までに特別教育を実施しておく必要
があります。また、2月1日以降、テールゲートリフターによる荷役作業に従事する者
は、当該作業に従事するまでに特別教育を実施しておくことが必要です。

陸運と安全衛生 №658 2024年1月（毎月1回10日発行）                          （10） 

 

                              
              ＱＱ＆＆A⑫⑫

                        

Q1 テールゲートリフターは、年次点検、月次点検などの定期自主検査をしなければなら
ないのですか。

A1 テールゲートリフターは、労働安全衛生規則第151条の75第2号の「荷役装置」に該
当しますので、同条に基づき作業開始前の点検を行わなければなりません。年次点検
や月次点検は義務づけられていませんが、メーカーの取扱説明書に従った点検を行う
ように心がけてください。

A2 どのような荷であっても、取扱説明書等でテールゲートリフター動作時の作業員の

搭乗を認めていない場合には、人が荷と一緒に乗って荷を支えながらテールゲートリ
フターを操作することは、主たる用途以外の使用に当たる場合があります。

Q2 ガスボンベを垂直式テールゲートリフターで積み卸すときは、作業者が一緒に乗って
支える方が安全だと思われるがどうですか。

Q3 垂直式テールゲートリフターにはキャスターストッパが無いものがありますが、昇降
作業及び点検ではどうするのですか。

A3   昇降作業では、ゴム製のキャスター
ストッパを使用して荷のずれを防止
する方法があります。点検においては、
キャスターストッパの項目は省略し
てください。

Q4 テールゲートリフターの点検項目
はありますか。

A4 テールゲートリフターが正常に作

動する状態であることを確認するた
めに、昇降板の昇降、展開、格納等
の作動確認、昇降板や油圧ホース等
の損傷の有無といった状態確認など
を行う必要があり、具体的な点検項
目については、テールゲートリフ
ター特別教育用テキスト（テール
ゲートリフター作業者必携）の31
ページ又はテールゲートリフターの
安全作業業ハンドブック5ページに記
載しています。
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防災備蓄用食品（菓子ビスコ）の寄贈を行いました防災備蓄用食品（菓子ビスコ）の寄贈を行いました
当協会では那覇市と「津波緊急一時避難施設協定」を締結
しており、協会施設の４階と５階が一時避難施設として指定
されていることから、当協会では一時避難者用の備蓄品を保
管しております。
また、消費期限が一年以内となった食品については、有効
活用していただくため県内の福祉団体等へ寄贈を行っており、
今回はビスコ９ケース（570個）をひとり親世帯の支援等を
されている曙小学校区まちづくり協議会様及びほのぼのカ
フェ（こども食堂）様へ寄贈いたしました。左記団体主催の
子供向け防災体験イベント「リッカヤールキャラバン」内で
子供たちに配布、またこども食堂にて活用していただけると
のことです。
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会員
だより

♦ 入　　会
事業所名／代表者名 電　話 ＦＡＸ 〒 所　在　地
（同）荷川取運送 090-7154-4630 ─ 906-0105 宮古島市城辺字長間2118
山田運輸 0980-83-0829 ─ 907-0002 石垣市字真栄里109 平真団地2-603

１（木）	 全ト協：労働安全・災害防止委員会（全ト協）１３：３０～１５：３０／
NASVAガイドライン（中小規模事業者向け）セミナー（ハ
イヤ－・タクシー会館３F）１３：３０～１７：００

５（月）	 沖縄労働局・労働災害防止団体等連絡協議会（沖ト協４F）
１３：１５～１５：００

６（火）	 第３回隣接用地活用検討委員会（５F）１４：００～／全ト協：交
通対策委員会（全ト協）１３：３０～

７（水）	 九ト協各種委員会（総務・物流政策・適正化事業・広報委員
会）の合同開催（福岡県ト協）１３：３０～１５：３０

８（木）	 全ト協重量部会「経営者研修会」（広島県）１５：００～／災害時
における支援物資に関する検討部会（総合事務局５F）

	 １４：００～１５：３０／運行管理者試験対策講習会（沖ト協５F）
０９：３０～１７：００

１１（日）	 建国記念の日
１２（月）	 振替休日
１３（火）	 第１回九州ブロック重量部会（福岡県ト協）１３：３０～１５：００／

沖縄県交通安全推進協議会幹事会（沖縄県総合福祉セン
ター）１４：３０～１５：３０

１４（水）	 防災対策連絡会議（総合事務局）１４：００～
１５（木）	 輸送協力に関する陸上自衛隊との協定締結式（那覇駐屯地）

１１：００～１３：００
１６（金）	 全日本トラック協会青年部全国大会（京王プラザホテル）

１４：００～

２０（火）	 フォークリフト安全運転講習会（５F）１４：００～１６：００ ※予
定／陸災防：九州・沖縄ブロック支部長・事務局長会議（福
岡）１５：００～１７：００

２２（木）	 全ト協：経営改善・DX推進委員会（全ト協）１３：３０～１５：３０
２３（金）	 天皇誕生日
２７（火）	 全ト協：環境対策・GX推進委員会（全ト協）１３：３０～１５：３０／

全ト協：第７９回広報委員会（アルカディア市ヶ谷）	※予定／
那覇商工会議所表彰式（パシフィックホテル沖縄）

	 １５：３０～１６：３０
２８（水）	 九州ブロック飼料・畜産部会（福岡県ト協）１３：３０～１５：００

１（金）	 助成事業等に係る実務担当者会議（全ト協）１３：３０～１７：００
２（土）	 省エネ運転講習会（沖ト協４F）０９：００～１６：００
４（月）	 九ト協：専務理事会（１４：３０）及び理事会（１５：３０）（熊本）
５（火）	 九ト協：R６年度事業者大会会場（熊本城ホール）等視察

（０９：００～１２：００）
６（水）	 第４回総務企画委員会（４F研修室）１４：００～ ※予定
７（木）	【全ト協】理事会・適正化本部長会議・政治連盟懇談会（第一

ホテル東京）
１２（火）	 令和５年度労働セミナー（沖ト協５F）１３：３０～１５：３０
１３（水）	 第６回理事会（５F研修室）１２：００～ ※予定
１５（金）	 初任運転者・一般運転者・指導監督者等に対する安全運転教

育研修（５F研修室）０８：５０～１６：３０
２０（水）	 春分の日

陸運と安全衛生 №658 2024年1月（毎月1回10日発行）                          （12） 
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Q6 特別教育を受けた作業者には修了証の発行が必要ですか。誰が発行するのですか。

A6 特別教育を実施した者

に当該特別教育に係る修了
証を発行する義務はありま
せんが、受講修了者が例え
ば、荷主等に対して当該特
別教育を受講していること
を示すために修了証を所持
していることは望ましいも
のです。

修了証は、当該特別教
育の実施者（社内で実施し
た場合は事業主）が発行す
ることとなります。

なお、陸災防では、テー
ルゲートリフターの操作の
業務に係る特別教育受講記
録を記載できる「テール
ゲートリフターの安全作業
ハンドブック」を提供して
いますのでご活用ください。

Q7 昇降板上にある荷を卸す作業のみでも特別教育は必要ですか。

A7 キャスターストッパの操作も含め、テールゲートリフターの操作を全く行わず、

昇降板上にある荷を卸す作業のみを行うのであれば、特別教育は不要ですが、厚生労
働省は特別教育の受講を推奨しています。
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防災備蓄用食品（菓子ビスコ）の寄贈を行いました防災備蓄用食品（菓子ビスコ）の寄贈を行いました
当協会では那覇市と「津波緊急一時避難施設協定」を締結
しており、協会施設の４階と５階が一時避難施設として指定
されていることから、当協会では一時避難者用の備蓄品を保
管しております。
また、消費期限が一年以内となった食品については、有効
活用していただくため県内の福祉団体等へ寄贈を行っており、
今回はビスコ９ケース（570個）をひとり親世帯の支援等を
されている曙小学校区まちづくり協議会様及びほのぼのカ
フェ（こども食堂）様へ寄贈いたしました。左記団体主催の
子供向け防災体験イベント「リッカヤールキャラバン」内で
子供たちに配布、またこども食堂にて活用していただけると
のことです。
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